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新潟県財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月29日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第38号 

新潟県財務規則の一部を改正する規則 

新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「追加条」という｡)を加え、同表の改正前の欄中項

及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動項等」という｡)に対応する同表の改正後の欄中項及び号の

表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動後項等」という｡)が存在する場合には当該移動項等を当該移動後項

等とし、移動項等に対応する移動後項等が存在しない場合には当該移動項等（以下「削除項等」という｡)を削り、

移動後項等に対応する移動項等が存在しない場合には当該移動後項等（以下「追加項等」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並びに削除項等を除く。以下「改正部分」という｡)

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示並びに追加条及び追加項等を除く。以

下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正

後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改

正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

 （本庁における物品購入契約等の取扱い） 

第84条 本庁の支出負担行為担当者は、物品の購入

又は物品の製造の請負に関する契約を締結しよう

とするときは、物品購入契約等依頼書により出納

局会計検査課長に対して契約事務の依頼をしなけ

ればならない。ただし、次に掲げる物品の購入又

は製造の請負に関する契約及び特別の理由がある

ため支出負担行為担当者が自らその契約事務を処

理する必要があると認め出納局会計検査課長の同

意を得たものについては、この限りでない。 

(1)～(9) （略） 

(10) 生活困窮者等雇用事業者（生活困窮者等を

雇用する事業者であつて、知事が別に定める基

準を満たすものをいう。以下この号において同

じ｡)から購入し、又は生活困窮者等雇用事業者

に製造を請け負わせる物品（１件の予定価格が

第72条第１号又は第２号に定める額を超えない

物品に限る｡) 

(11) （略） 

(12) （略） 

(13) （略） 

 

 （調定） 

第88条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとすると

きは、当該歳入について、次の各号に掲げる事項

を確認の上、調定決議書により調定しなければな

らない。 

(1)～(4) （略） 

２ （略） 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収

入の調定は、当該各号に定める時期に行うものと

する。 

(1)～(5) （略） 

 （本庁における物品購入契約等の取扱い） 

第84条 本庁の支出負担行為担当者は、物品の購入

又は物品の製造の請負に関する契約を締結しよう

とするときは、物品購入契約等依頼書により出納

局会計検査課長に対して契約事務の依頼をしなけ

ればならない。ただし、次に掲げる物品の購入又

は製造の請負に関する契約及び特別の理由がある

ため支出負担行為担当者が自らその契約事務を処

理する必要があると認め出納局会計検査課長の同

意を得たものについては、この限りでない。 

(1)～(9) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

(10) （略） 

(11) （略） 

(12) （略） 

 

 （調定） 

第88条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとすると

きは、当該歳入について、次の各号に掲げる事項

を確認のうえ調定決議書により調定しなければな

らない。 

(1)～(4) （略） 

２ （略） 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収

入の調定は、当該各号に定める時期に行うものと

する。 

(1)～(5) （略） 
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(6) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の

５の３第２項に規定する障害児通所給付費及び

同法第24条の２第２項に規定する障害児入所給

付費（第90条第４項において「障害児通所給付

費等」という｡)並びに障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第29条第３項に規定する介護給

付費（第90条第４項において「介護給付費」と

いう｡) 障害児通所支援若しくは障害児入所支

援又は障害福祉サービスを行つた月の末日 

 

(7)・(8) （略） 

(9) 第95条に規定する記入式納付書により納付が

行われる収入 別に定める日 

 

 （納入の通知） 

第90条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る収入については、当該各号に定める日を納期限

として指定することができる。 

(1) （略） 

(2) 障害児通所給付費等及び介護給付費 調定し

た日の翌々月の末日 

５ （略） 

 

 （記入式納付書による納付） 

第95条 歳入徴収者は、第90条第２項第３号に掲げ

る収入について必要があると認めるときは、記入

式納付書により納付させることができる。 

 

 （国庫支出金等の受入れ） 

第100条 会計管理者は、納入通知書、記入式納付書

又は現金払込書によらない国庫支出金その他の収

入金を歳入に受け入れようとするときは、指定金

融機関又は指定代理金融機関に対し収入金受入通

知書を交付して受入れの手続をとらせなければな

らない。 

 

第104条の２ （略） 

 

 （指定公金事務取扱者の指定） 

第104条の３ 部局長は、当該部局に属する歳入及び

歳出について、公金の徴収若しくは収納又は支出

に関する事務を適切かつ確実に遂行することがで

きる者を指定公金事務取扱者の指定をすることが

できる。 

 

（公金の徴収の委託） 

第104条の４ 部局長は、当該部局に属する歳入（施

行令第173条の２第１項各号に掲げるものに限る｡)

(6) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の

５の３第２項に規定する障害児通所給付費及び

同法第24条の２第２項に規定する障害児入所給

付費（第90条第４項において「障害児通所給付

費等」という｡)並びに障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第29条第３項に規定する介護給

付費及び訓練等給付費（第90条第４項において

「介護給付費等」という｡) 障害児通所支援若

しくは障害児入所支援又は障害福祉サービスを

行つた月の末日 

(7)・(8) （略） 

 

 

 

 （納入の通知） 

第90条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る収入については、当該各号に定める日を納期限

として指定することができる。 

(1) （略） 

(2) 障害児通所給付費等及び介護給付費等 調定

した日の翌々月の末日 

５ （略） 

 

 

第95条 削除 

 

 

 

 （国庫支出金等の受入れ） 

第100条 会計管理者は、納入通知書又は現金払込書

によらない国庫支出金その他の収入金を歳入に受

け入れようとするときは、指定金融機関又は指定

代理金融機関に対し収入金受入通知書を交付して

受入れの手続をとらせなければならない。 

 

 

第104条の２ （略） 
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の徴収の事務を指定公金事務取扱者に委託するこ

とができる。 

２ 部局長は、前項の規定により徴収の事務を委託

しようとするときは、次に掲げる事項を記載した

書類により決定しなければならない。 

 (1) 委託をする徴収の事務の内容 

 (2) 収入確保の計画 

(3) 納入義務者の便益の状況 

(4) 委託の相手方（以下「受託者」という｡) 

(5) 収納の手続 

(6) その他必要な事項 

３ 部局長は、徴収の事務を委託をしたときは、法

令の定めるところにより告示するとともに、公表

する手続をとらなければならない。 

 

（公金の収納の委託） 

第105条 法第243条の２の５第１項の規定により知

事が定める収納に関する事務を委託することがで

きる歳入等は、その性質上その収納に関する事務

を委託することが適当でないものとして法令で定

めるもの以外の全ての歳入及び歳入歳出外現金と

する。 

２ 部局長は、当該部局に属する前項に定める歳入

等の収納の事務を指定公金事務取扱者に委託する

ことができる。 

３ 総務部長は、県税徴収金（県税に係る過料、通

告処分による罰金及び追徴金相当額、通告処分費

並びに没収金を除く。以下この項、次項、第106

条、第109条第１項及び第110条において同じ｡)及

び軽自動車税の環境性能割（第110条において「県

税徴収金等」という｡)の収納の事務を次に掲げる

基準を満たしている者に委託することができる。 

(1) （略） 

(2) 地方公共団体の公金又は電気、ガス若しくは

水の供給若しくは電気通信役務の提供に係る経

費その他これらに類する経費の収納の事務を受

託した実績があること。ただし、知事が特別の

理由があると認めるものについては、この限り

でない。 

(3) （略） 

４ 前条第２項及び第３項の規定は、前２項の規定

による収納の事務の委託について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （徴収又は収納の委託） 

第105条 部局長は、当該部局に属する歳入（施行令

第158条第１項各号に掲げるものに限る｡)の徴収又

は収納の事務を私人に委託することができる。 

 

 

 

 

 

 

２ 総務部長は、県税徴収金（県税に係る過料、通

告処分による罰金及び追徴金相当額、通告処分費

並びに没収金を除く。以下この項、次項、第106

条、第109条第１項及び第110条において同じ｡)の

収納の事務を次に掲げる基準を満たしている者に

委託することができる。 

 

 (1) （略） 

(2) 地方公共団体の公金又は電気、ガス若しくは

水の供給若しくは電気通信役務の提供に係る経

費その他これらに類する経費の収納の事務を受

託した実績があること。 

 

 

 (3) （略） 

３ 部局長は、前２項の規定により徴収又は収納の

事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項

を記載した書類により決定しなければならない。 

 (1) 徴収又は収納の委託をする収入の内容 

 (2) 収入確保の計画 

 (3) 納入義務者の便益の状況 

 (4) 委託の相手方（以下「受託者」という｡) 

 (5) 収納の手続 

(6) その他必要な事項 

４ 部局長は、第１項又は第２項の規定による委託

をしたときは、その旨を告示し、かつ、公表する
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 （受託者証の交付等） 

第106条 部局長は、第104条の４第１項、前条第２

項又は第３項の規定による委託をしたときは、受

託者に対して別記第１号様式による受託者証を交

付しなければならない。ただし、収納の事務の委

託に係る受託者が次項の規定による受託者証の提

示又は掲示をすることが困難であり、かつ、受託

者が収納の事務を行うに当たり、次項の規定によ

る受託者証の提示又は掲示がなくても、収納に係

る納入義務者の信頼を確保できると部局長が認め

るときは、この限りでない。 

２ （略） 

 

 （収納事務の受託者の払込み手続） 

第109条 収納事務の受託者は、収納の委託を受けた

収入金（歳入歳出外現金を含む。以下この条及び

次条において「収入金等」という｡)を領収したと

きは、次に掲げる場合を除き、納人に領収証書を

交付するとともに、受託現金払込書により速やか

に（県が期日を指定した場合にあつては、その期

日までに）指定金融機関等に払い込まなければな

らない。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法により納付

を受けた場合で、当該収入金等を領収したこと

を納人が確認し得る状態に置く場合 

(2) （略） 

２ 収納事務の受託者は、前項の払込みをする場合

においては、指定金融機関等に対し、第104条の４

第１項及び第105条第２項の規定による委託に係る

受託者にあつては受託収納報告書、当該収入金等

に係る領収済通知書及び納付書を、同条第３項の

規定による委託に係る受託者（次条において「県

税等収納事務受託者」という｡)にあつては受託収

納報告書を添付しなければならない。ただし、収

納事務の内容により添付の必要のない書類につい

ては、この限りでない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、受託者は、会計管

理者が必要と認めたときは、同項の払込みに代え、

施行令第173条の２第２項に規定する計算書を添え

て、会計管理者又は税務出納員に払い込むことが

できる。 

 

 （受託収納の領収印） 

第110条 徴収事務又は収納事務の受託者は、委託を

受けた収入金等の領収については、別記第２号様

式による領収印を使用しなければならない。ただ

し、県税等収納事務受託者が当該領収印を使用す

ることが困難であり、かつ、県税等収納事務受託

者が当該領収印を使用しなくても県税徴収金等の

手続をとらなければならない。 

 

 （受託者証の交付等） 

第106条 部局長は、前条第１項又は第２項の規定に

よる委託をしたときは、受託者に対して別記第１

号様式による受託者証を交付しなければならない。

ただし、収納の事務の委託に係る受託者が次項の

規定による受託者証の提示又は掲示をすることが

困難であり、かつ、受託者が収納の事務を行うに

当たり、次項の規定による受託者証の提示又は掲

示がなくても、収納に係る納入義務者の信頼を確

保できると部局長が認めるときは、この限りでな

い。 

２ （略） 

 

 （収納事務の受託者の払込み手続） 

第109条 収納事務の受託者は、収納の委託を受けた

収入金を領収したときは、次に掲げる場合を除き、

納人に領収証書を交付するとともに、受託現金払

込書により速やかに（県が期日を指定した場合に

あつては、その期日までに）指定金融機関等に払

い込まなければならない。 

 

 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法により納付

を受けた場合で、当該収入金を領収したことを

納人が確認し得る状態に置く場合 

(2) （略） 

２ 収納事務の受託者は、前項の払込みをする場合

においては、指定金融機関等に対し、第105条第

１項の規定による委託に係る受託者にあつては受

託収納報告書、当該収入金に係る領収済通知書及

び納付書を、同条第２項の規定による委託に係る

受託者（以下「県税収納事務受託者」という｡)に

あつては受託収納報告書を添付しなければならな

い。ただし、収納事務の内容により添付の必要の

ない書類については、この限りでない。 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、受託者は、会計管

理者が必要と認めたときは、同項の払込みに代え、

施行令第158条第３項に規定する計算書を添えて、

会計管理者に払い込むことができる。 

 

 

 （受託収納の領収印） 

第110条 徴収事務又は収納事務の受託者は、委託を

受けた収入金の領収については、別記第２号様式

による領収印を使用しなければならない。ただし、

県税収納事務受託者が当該領収印を使用すること

が困難であり、かつ、県税収納事務受託者が当該

領収印を使用しなくても県税徴収金の領収に係る
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領収に係る納人の信頼を確保できると総務部長が

認めるときは、県税等収納事務受託者は、当該領

収印に代えて、総務部長が別に定める領収印を使

用することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、受託者は、会計管理

者が必要と認めたときは、領収印を省略すること

ができる。 

 

 （受託者への準用） 

第111条 第93条第２項及び第３項並びに第96条から

第99条までの規定は、第104条の４第１項及び第105

条第２項の規定により歳入の徴収又は歳入等の収

納の事務を指定公金事務取扱者に委託した場合に

準用する。 

 

（精算の確認） 

第126条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものの精

算額については、資金精算書以外の書類で確認す

ることができる。 

(1) （略） 

(2) 交際費、新潟学園に入所する児童に係る経費、

犯罪の捜査に要する経費、企業誘致に係る業務

におけるタクシーの借上げに要する経費、電気、

ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供

に係る経費及びこれらに伴い物品を借り入れる

契約に基づき支払をする経費、日本放送協会に

対し支払う受信料、高速自動車国道の通行に係

る料金（以下「高速道路通行料金」という｡)並

びに女性相談支援センター又はあかしや寮にお

いて支払う扶助費に係るもの（前号に掲げるも

のを除く｡) 

３・４ （略） 

 

 （返納命令） 

第128条 支出命令者は、資金前渡、概算払若しくは

指定公金事務取扱者に支出事務を委託した場合の

精算残金又は支出の誤払い若しくは過渡しとなつ

た金額を返納させ、当該支出した経費に戻入しよ

うとするときは、その原因の発生のつど速やかに

返納決議書により決定し、会計管理者に対し、返

納に係る金額の戻入をする旨の返納の命令を発し

なければならない。 

 

（資金前渡の限度額） 

第132条 資金前渡することができる資金の額は、次

の各号に掲げる経費の区分に応じ当該各号に定め

る額を超えることができない。 

(1)～(10) （略） 

(11) 女性相談支援センター又はあかしや寮にお

いて支払う扶助費 10万円 

納人の信頼を確保できると総務部長が認めるとき

は、県税収納事務受託者は、当該領収印に代えて、

総務部長が別に定める領収印を使用することがで

きる。 

 

 

 

 

 （受託者への準用） 

第111条 第93条第２項及び第３項並びに第96条から

第99条までの規定は、第105条第１項の規定により

歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合

に準用する。 

 

（精算の確認） 

第126条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものの精

算額については、資金精算書以外の書類で確認す

ることができる。 

(1) （略） 

(2) 交際費、新潟学園に入所する児童に係る経費、

犯罪の捜査に要する経費、企業誘致に係る業務

におけるタクシーの借上げに要する経費、電気、

ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供

に係る経費及びこれらに伴い物品を借り入れる

契約に基づき支払をする経費、日本放送協会に

対し支払う受信料、高速自動車国道の通行に係

る料金（以下「高速道路通行料金」という｡)並

びに女性福祉相談所又はあかしや寮において支

払う扶助費に係るもの（前号に掲げるものを除

く｡) 

 

３・４ （略） 

 

 （返納命令） 

第128条 支出命令者は、資金前渡、概算払若しくは

私人に支出事務を委託した場合の精算残金又は支

出の誤払い若しくは過渡しとなつた金額を返納さ

せ、当該支出した経費に戻入しようとするときは、

その原因の発生のつど速やかに返納決議書により

決定し、会計管理者に対し、返納に係る金額の戻

入をする旨の返納の命令を発しなければならない。 

 

 

（資金前渡の限度額） 

第132条 資金前渡することができる資金の額は、次

の各号に掲げる経費の区分に応じ当該各号に定め

る額を超えることができない。 

(1)～(10) （略） 

(11) 女性福祉相談所又はあかしや寮において支

払う扶助費 10万円 
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(12) （略） 

２ （略） 

 

 （公金の支出の委託） 

第136条 部局長は、次の各号に掲げる経費について

は、必要な資金を交付して指定公金事務取扱者に

支出の事務を委託することができる。 

(1)～(5) （略） 

２ 部局長は、前項の規定により支出の事務を委託

するときは、次に掲げる事項を記載した書類によ

り決定しなければならない。 

(1) 委託をする支出の事務の内容 

(2) 受託者 

(3)～(5) （略） 

３ （略） 

４ 第104条の４第３項の規定は、第１項の規定によ

る支出の事務の委託について準用する。 

５ 第１項の規定による支出の事務の委託を受けた

者は、当該委託事務に係る経費の支出が完了した

ときは、その内容を明らかにした報告書を、支出

命令者を経て会計管理者に提出しなければならな

い。 

 

 （会計管理者等の帳簿及び現金等の引継ぎ） 

第193条 （略） 

２ 前項の引継ぎの場合においては、前任者は、交

替の日の前日をもつて引き継ぐべき帳簿を締め切

り、当該帳簿及び証拠書類その他の書類の目録を

記載した引継書を作成し、後任者が立ち会いの上、

現物を対照し、受渡しをした後、引継書に年月日

及び引継ぎを終わつた旨を記入し、両者が署名又

は記名押印しなければならない。 

３ （略） 

４ 前項前段の引継ぎの場合においては、前任者は、

新たに出納員等に充てられる者との交替の日の前

日をもつて引き継ぐべき帳簿を締め切り、当該帳

簿及び証拠書類その他の書類の目録を記載した引

継書を作成し、同項各号に定める者が立ち会いの

上、現物を対照し、受渡しをした後、引継書に年

月日及び引継ぎを終わつた旨を記入し、両者が署

名又は記名押印しなければならない。 

 

５ 第３項後段の引継ぎの場合においては、同項各

号に定める者は、前項の帳簿及び証拠書類その他

の書類の目録を記載した引継書を作成し、後任者

が立ち会いの上、現物を対照し、受渡しをした後、

引継書に年月日及び引継ぎを終わつた旨を記入し、

両者が署名又は記名押印しなければならない。 

 

６ 前各項の規定は、財務現金取扱員（出納局に所

属する者に限る｡)及び資金前渡職員（交際費、新

(12) （略） 

２ （略） 

 

 （支出事務の委託） 

第136条 次の各号に掲げる経費については、必要な

資金を交付して私人に支出事務を委託することが

できる。 

(1)～(5) （略） 

２ 部局長は、前項の規定により支出事務を委託す

るときは、次に掲げる事項を記載した書類により

決定しなければならない。 

(1) 委託をする支出事務の内容 

(2) 委託の相手方 

(3)～(5) （略） 

３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （会計管理者等の帳簿及び現金等の引継ぎ） 

第193条 （略） 

２ 前項の引継ぎの場合においては、前任者は、交

替の日の前日をもつて引き継ぐべき帳簿を締め切

り、当該帳簿及び証拠書類その他の書類の目録を

記載した引継書を２通作成し、後任者が立ち会い

のうえ現物を対照し、受渡しをした後、引継書に

年月日及び引継ぎを終わつた旨を記入し、両者が

記名押印して、各１通を保存しなければならない。 

３ （略） 

４ 前項前段の引継ぎの場合においては、前任者は、

新たに出納員等に充てられる者との交替の日の前

日をもつて引き継ぐべき帳簿を締め切り、当該帳

簿及び証拠書類その他の書類の目録を記載した引

継書を２通作成し、同項各号に定める者が立ち会

いのうえ現物を対照し、受渡しをした後、引継書

に年月日及び引継ぎを終わつた旨を記入し、両者

が記名押印して、各１通を保存しなければならな

い。 

５ 第３項後段の引継ぎの場合においては、同項各

号に定める者は、前項の帳簿及び証拠書類その他

の書類の目録を記載した引継書を２通作成し、後

任者が立ち会いのうえ現物を対照し、受渡しをし

た後、引継書に年月日及び引継ぎを終わつた旨を

記入し、両者が記名押印して、各１通を保存しな

ければならない。 

６ 前各項の規定は、財務現金取扱員（出納局に所

属する者に限る｡)及び資金前渡職員（交際費、新
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潟学園に入所する児童に係る経費、犯罪の捜査に

要する経費、企業誘致に係る業務におけるタクシ

ーの借上げに要する経費、電気、ガス若しくは水

の供給若しくは電気通信役務の提供に係る経費及

びこれらに伴い物品を借り入れる契約に基づき支

払をする経費、高速道路通行料金又は女性相談支

援センター若しくはあかしや寮において支払う扶

助費の前渡を受けた者を除く｡)が交替したときに

は、適用しない。 

 

 （指定金融機関等の検査） 

第211条 会計管理者が行う指定金融機関等、指定公

金事務取扱者の検査は、この章に定めるところに

準じて行うものとする。この場合において、第203

条第２項中「関係書類」とあるのは､｢関係書類（そ

の作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ

とができない方式で作られる記録であつて、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをい

う｡)の作成又は保存がされている場合における当

該電磁的記録を含む｡)」と読み替えるものとする。 

 

 

 （賠償責任を負うべき職員） 

第212条 法第243条の２の８第１項後段の規則で指

定する職員は、次に掲げる行為をする権限に属す

る事務を専決し、又は代決することができる職（主

査及び主任を除く｡)にある者及び第５号の監督又

は検査を命じられた者とする。 

(1)～(5) （略） 

 

 （違反行為等による損害の報告） 

第214条 部局長は、法第243条の２の８第１項に規

定する職員が法令の規定に違反して同項各号に掲

げる行為をしたこと又は怠つたことにより県に損

害を与えたと認めるときは、直ちにその詳細を総

務部長に報告しなければならない。 

 

（財務現金取扱員等が設備する帳簿） 

第219条 財務現金取扱員、交際費、新潟学園に入所

する児童に係る経費、犯罪の捜査に要する経費、

企業誘致に係る業務におけるタクシーの借上げに

要する経費、高速道路通行料金又は女性相談支援

センター若しくはあかしや寮において支払う扶助

費の前渡を受けた資金前渡職員及び指定公金事務

取扱者は、現金出納簿を設備し、現金の出納を記

帳整理しなければならない。ただし、出納局に所

属する財務現金取扱員にあつては、この限りでな

い。 

 

別表第１（第２条関係） 

潟学園に入所する児童に係る経費、犯罪の捜査に

要する経費、企業誘致に係る業務におけるタクシ

ーの借上げに要する経費、電気、ガス若しくは水

の供給若しくは電気通信役務の提供に係る経費及

びこれらに伴い物品を借り入れる契約に基づき支

払をする経費、高速道路通行料金又は女性福祉相

談所若しくはあかしや寮において支払う扶助費の

前渡を受けた者を除く｡)が交替したときには、適

用しない。 

 

 （指定金融機関等の検査） 

第211条 会計管理者が行う指定金融機関等、歳入の

徴収又は収納の委託を受けた者及び支出事務の委

託を受けた者の検査は、この章に定めるところに

準じて行うものとする。この場合において、第203

条第２項中「関係書類」とあるのは､｢関係書類（そ

の作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ

とができない方式で作られる記録であつて、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをい

う｡)の作成又は保存がされている場合における当

該電磁的記録を含む｡)」と読み替えるものとする。 

 

 （賠償責任を負うべき職員） 

第212条 法第243条の２の２第１項後段の規則で指

定する職員は、次に掲げる行為をする権限に属す

る事務を専決し、又は代決することができる職（主

査及び主任を除く｡)にある者及び第５号の監督又

は検査を命じられた者とする。 

(1)～(5) （略） 

 

 （違反行為等による損害の報告） 

第214条 部局長は、法第243条の２の２第１項に規

定する職員が法令の規定に違反して同項各号に掲

げる行為をしたこと又は怠つたことにより県に損

害を与えたと認めるときは、直ちにその詳細を総

務部長に報告しなければならない。 

 

（財務現金取扱員等が設備する帳簿） 

第219条 財務現金取扱員、交際費、新潟学園に入所

する児童に係る経費、犯罪の捜査に要する経費、

企業誘致に係る業務におけるタクシーの借上げに

要する経費、高速道路通行料金又は女性福祉相談

所若しくはあかしや寮において支払う扶助費の前

渡を受けた資金前渡職員、歳入の徴収又は収納の

事務の委託を受けた者及び支出事務の委託を受け

た者は、現金出納簿を設備し、現金の出納を記帳

整理しなければならない。ただし、出納局に所属

する財務現金取扱員にあつては、この限りでない。 

 

別表第１（第２条関係） 
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名         称 所管組織 

（略） 

（略） 

 

（略） 

（略） 

 

（略） 

 

別表第７（第21条関係） 

合議又は協議を要する事項 合議又は

協議の相

手方 

（略）   

２ 指定納付受託者の指定をするこ

と及び指定を取り消すこと。 

（略） 

３ 指定公金事務取扱者を指定して

公金の徴収若しくは収納又は支出

に関する事務を委託すること及び

指定公金事務取扱者の指定を取り

消すこと。 

（略） 

（略）   

備考 （略） 

 

別表第11（第175条関係） 

 １～30 （略） 

31 森林環境税 

 

別記 

第１号様式（第106条関係） 

（略） 

 新潟県財務規則第104条の４（第105条）の規

定により       に係る歳入の徴収（歳

入等の収納）の事務を受託した者であることを

証明する。 

（略） 

 （略） 

名         称 所管組織 

（略） 

（略） 

コロニーにいがた白岩の里 

（略） 

（略） 

 

（略） 

 

別表第７（第21条関係） 

合議又は協議を要する事項 合議又は

協議の相

手方 

（略）   

２ 指定納付受託者の指定をするこ

と。 

（略） 

３ 収入の徴収若しくは収納又は支

出の事務を私人に委託すること。 

 

 

 

（略） 

（略）   

備考 （略） 

 

別表第11（第175条関係） 

 １～30 （略） 

 

 

別記 

第１号様式（第106条関係） 

（略） 

 新潟県財務規則第105条の規定により     

に係る歳入の徴収（収納）の事務を受託

した者であることを証明する。 

 

（略） 

 （略） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和５年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

３ 令和６年３月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の令和５年度に係る会計事務は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる課において処理するものとする。 

福祉保健部子ども家庭課 

コロニーにいがた白岩の里 

福祉保健部こども家庭課 

福祉保健部障害福祉課 

 

 


